
101st
定時株主総会
招 集 ご 通 知

証券コード：9672

日 時

場 所
東京都文京区後楽一丁目3番61号
東京ドームホテル 地下1階「天空」

2026年3月26日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前9時予定）

株主総会にご来場の株主様へのお土産の提供は
ございませんので、あらかじめご了承ください
ますようお願い申し上げます。
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証券コード9672
2026年３月10日

（電子提供措置の開始日2026年３月３日）
株 主 各 位

東京都大田区大森北一丁目６番８号
東京都競馬株式会社
取締役社長 多羅尾 光 睦

第101回 定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第101回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト https://www.tokyotokeiba.co.jp/ir/stock/meeting.html

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも
掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスし
て、銘柄名（会社名）又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を
選択の上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネットにより議決権行使することができ
ますので、３頁の「議決権行使についてのご案内」のとおり、書面又はインターネットにより
2026年３月25日（水曜日）午後６時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げま
す。

敬 具
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記

1. 日 時 2026年３月26日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都文京区後楽一丁目３番61号

東京ドームホテル 地下１階「天空」
3. 目的事項

報告事項 1．第102期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告、連結
計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2．第102期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役９名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（お願い）
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に
対して交付する書面には記載しておりません。
1．事業報告の業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要
2．連結計算書類の連結注記表
3．計算書類の個別注記表
なお、監査役及び会計監査人は、上記の内容を含む監査対象書類の全てを監査しております。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
◎代理人による議決権の行使につきましては、議決権を有する他の株主様１名を代理人として、その議決権を行使することができま
す。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

◎総会当日の受付開始時刻は午前９時を予定しております。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお
願い申し上げます。



スマートフォンをご利用の株主様
スマートフォンでの議決権行使は、「ログイン ID」「仮パスワード」
の入力が不要になりました！

議決権行使についてのご案内
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株主総会にご出席いただける場合

開催日時 2026年３月26日（木曜日）午前10時
（受付開始：午前９時）

議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。（ご捺印は不要です。）
代理人によるご出席の場合は、委任状を議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出ください。（代理人の資
格は、当社定款の定めにより、議決権を有する他の株主様に限るものとさせていただきます。）
また、資源節約のため、本招集ご通知を会場までご持参くださいますようお願い申し上げます。

株主総会にご出席いただけない場合

郵送によるご行使
行使期限 2026年３月25日（水曜日）午後６時着分まで
議決権行使書用紙に賛否をご表示の上、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限までに到着するようご返送ください。
なお、各議案につき賛否のご表示がない場合は、賛の表示があったものとして取り扱わせていただきます。

インターネットによるご行使 ▶ 詳細な議決権行使方法は次ページに記載しています。

行使期限 2026年３月25日（水曜日）午後６時まで
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/ にアクセスしていただき、行使期限までに賛
否をご入力ください。

複数回にわたりご行使された場合の議決権の取り扱い
●郵送とインターネットにより重複して議決権をご行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内
容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。

●インターネットにより複数回にわたり議決権をご行使された場合は、最後にご行使された内容を有効とさせ
ていただきます。

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担とな
ります。
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32

見本 見本

議決権行使書副票（右側）

「ログイン用
QRコード」はこちら

バーコード読み取り機能
付きのスマートフォン等
をご利用の場合は、右記
のQRコードを読み取って
アクセスいただけます。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの
登録商標です。

■毎日午前２時30分から午前４時30分までは取り扱いを休止します。
■本サイトでの議決権行使に関するパソコン、スマートフォン等の操作方法がご不明
の場合は、下記ヘルプデスクにお問い合わせください。

議決権行使サイトに
アクセス
1「次の画面へ」をクリック

ログインする
お手元の議決権行使書用紙の
右下に記載された
「ログインID」および
「仮パスワード」を入力
「ログイン」をクリック
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システム等に関するお問い合わせ

これでログインが完了です。以降、画面の案内に沿ってお進みください。

インターネットによる議決権行使方法のご案内

https://evote.tr.mufg.jp/議決権行使サイト

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部 ヘルプデスク

電話 0120-173-027
受付時間 午前９時～午後９時、通話料無料

議決権電子行使プラットフォームについて

パソコンの場合 スマートフォン等の場合

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式
会社東京証券取引所等により設立された合弁会社株式会社ＩＣＪが運営する議決
権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総
会における電磁的方法による議決権行使の方法として、上記のインターネットに
よる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

QRコードを読み取る方法

QRコードを読み取る

「ログイン用QRコード」を読み取りいただくこと
で、「ログインID」および「仮パスワード」が入力
不要でログインいただけます。

お手持ちのスマートフォン等にて、同封の議決権
行使書副票（右側）に記載の「ログイン用QRコー
ド」を読み取る。

行使期限：2026年３月25日（水曜日）午後6時まで
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株主総会参考書類

中間

期末

記念配当

連結配当
性向(%)

配当金
(円)

第99期
（2022年12月期）

第101期
（2024年12月期）

第102期
（当期）

（2025年12月期）

45

30

75
90

60

30

113

68

5

40

第100期
（2023年12月期）

118

73

45

ご参考 1株当たり年間配当額の推移
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議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
当期の期末配当につきましては、業績及び今後の経済環境等を勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。

配当財産の種類 金銭といたします。

配当財産の割当てに関する事項
及びその総額

当社普通株式１株につき金 73円
配当総額 1,900,718,885円

剰余金の配当が効力を生じる日 2026年３月27日



株主総会参考書類

女性取締役比率 独立性比率

■男女構成

社外取締役
5名

社内取締役
4名

女性
2名

男性
7名

■独立性比率（社内：社外）

55.6％22.2％
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第２号議案 取締役９名選任の件
2025年12月14日に、取締役 佐藤浩二氏が逝去され、また本総会終結の時をもって取締役８名が任期満了と

なります。つきましては、経営体制の強化を図るため、新任取締役候補者２名を含む取締役９名の選任をお願い
するものであります。
取締役候補者は以下のとおりであり、取締役候補者に関する事項は７頁から11頁のとおりであります。

候補者番号 氏 名 当社における地位及び担当 取締役会
出席状況

1 再 任
い とう まさ ひろ

伊 藤 昌 宏（男性） 常務取締役
財務、倉庫賃貸事業部門担当 10回/10回

２ 再 任
たか くら かず ひと

髙 倉 和 仁（男性）
常務取締役
総務、遊園地事業、サービス事業
部門担当

10回/10回

３ 再 任
こ やま てつ し

小 山 哲 司（男性）
常務取締役
経営企画、公営競技事業、施設
整備部門担当

７回/７回

４ 再 任
もり さき よし なり

森 﨑 純 成（男性）
社外取締役
独立役員

取締役 10回/10回

５ 再 任
た なか ひで し

田 中 秀 司（男性）
社外取締役
独立役員

取締役 10回/10回

６ 再 任
かけひ えつ こ

筧 悦 子（女性）
社外取締役
独立役員

取締役 ７回/７回

７ 再 任
むら た じゅん こ

村 田 順 子（女性） 社外取締役
独立役員

取締役 ７回/７回

８ 新 任
たに ざき じゅん

谷 﨑 潤（男性）
社外取締役
独立役員

−

９ 新 任
たけ いち たかし

武 市 敬（男性） −

（注）小山哲司、筧悦子、村田順子の３氏は、2025年３月26日開催の第100回定時株主総会において選任されたため、取締役会への出
席状況は同日以降のものであります。



株主総会参考書類
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候補者番号

１

所有する当社株式の数
4,100 株

い とう まさひろ
再 任伊藤 昌宏 （1965年2月24日生）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1987年 ４月 当社入社
2014年 ４月 当社競馬事業部長
2017年 ３月 当社取締役競馬事業部長
2019年 ３月 当社取締役
2019年 ３月 株式会社東京サマーランド常務取締役
2021年 ３月 株式会社東京サマーランド取締役
2021年 ３月 当社取締役財務部長
2022年 ３月 当社常務取締役＜企画、財務、倉庫賃貸事業部門担当＞
2023年 ３月 東京倉庫株式会社取締役
2025年 ３月 東京倉庫株式会社代表取締役社長（現在に至る）
2025年 ３月 当社常務取締役＜財務、倉庫賃貸事業部門担当＞（現在に至る）

取締役候補者とした理由
伊藤昌宏氏は、財務及び倉庫賃貸事業部門を担当し、倉庫賃貸事業における安定的な収益基盤の維持・拡大に加え、財務担当とし
て資本コストを意識した経営の実践と、市場との建設的な対話を重ねてまいりました。
引き続き、強固な財務基盤の構築と、IR活動を通じた当社グループの適正な市場評価の獲得に向けた職務を担っていただくため、
取締役候補者としております。

候補者番号

２

所有する当社株式の数
5,000 株

たかくら かずひと
再 任髙倉 和仁（1965年11月16日生）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1989年 ４月 当社入社
2013年 ４月 当社企画部次長
2014年10月 当社内部統制監理室長
2017年 ４月 当社施設整備部長
2018年 ４月 当社総務部長
2019年 ３月 当社取締役総務部長
2023年 ３月 株式会社東京プロパティサービス取締役
2023年 ３月 当社常務取締役＜総務、遊園地事業、サービス事業部門担当＞、総務部長
2025年 ３月 株式会社東京プロパティサービス代表取締役社長（現在に至る）
2025年 ３月 当社常務取締役＜総務、遊園地事業、サービス事業部門担当＞（現在に至る）

取締役候補者とした理由
髙倉和仁氏は、総務、遊園地事業、サービス事業部門を担当し、ガバナンス体制の適切な運用・監督に加え、当社の持続的成長に
向けた人的資本経営の強化や、多様な人材が活躍できる組織風土の醸成等の施策を推進してまいりました。
引き続き、変化する社会要請に応じた社内環境の整備やリスク管理体制の強化に尽力していただくため、取締役候補者としており
ます。
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候補者番号

３

所有する当社株式の数
800 株

こ やま てつ し
再 任小山 哲司（1958年11月3日生）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1982年 ４月 東京都入都
2010年 ７月 東京都下水道局職員部長
2012年 ７月 東京都下水道局総務部長
2015年 ４月 オリンピック・パラリンピック準備局理事（大会準備調整担当）・次長
2018年 ４月 東京都下水道局長
2019年 ４月 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

ゼネラル・コーディネーション・オフィサー
2022年10月 地方公共団体金融機構理事
2024年 ８月 当社理事
2025年 ３月 株式会社ｅパドック代表取締役社長（現在に至る）
2025年 ３月 当社常務取締役＜経営企画、公営競技事業、施設整備部門担当＞（現在に至る）

取締役候補者とした理由
小山哲司氏は、経営企画、公営競技事業等を担当し、都市整備に関する行政経験を活かして「第４次中期経営計画」の策定業務を
統括するとともに、大井競馬場の再整備をはじめとする大規模プロジェクトの推進体制構築に携わってまいりました。
引き続き、策定した計画の着実な実行と、関係機関との調整等の職務を適切に遂行していただくため、取締役候補者としておりま
す。

候補者番号

４

所有する当社株式の数
1,400 株

もりさき よしなり
再 任 社 外 独 立森﨑 純成（1953年4月1日生）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2004年 ７月 UFJ信託銀行株式会社（現 三菱UFJ信託銀行株式会社）執行役員証券代行部長
2008年 ６月 日本シェアホルダーサービス株式会社代表取締役社長
2015年10月 株式会社日本取引所グループ審議役
2018年 ６月 タスク・アドバイザーズ株式会社取締役会長（現在に至る）
2019年 １月 ギグワークス株式会社監査役
2022年 ３月 当社取締役（現在に至る）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
森﨑純成氏は、金融・証券分野における長年のキャリアと、コーポレート・ガバナンスに関する卓越した見識を有しております。
社外取締役就任以来、その専門的視点から経営の透明性確保やガバナンス体制の高度化に貢献し、取締役会等においても有益な発
言を行っております。引き続き、豊富な経験に基づく大局的な助言・提言と、独立した立場からの実効性ある監督機能を期待し、
社外取締役候補者としております。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年であります。
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候補者番号

５

所有する当社株式の数
300 株

た なか ひで し
再 任 社 外 独 立田中 秀司（1953年10月10日生）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2004年 ４月 東京都港区政策経営部参事
2006年 ４月 東京都港区芝浦港南地区総合支所長
2010年 ４月 東京都港区企画経営部長
2012年 ８月 東京都港区副区長
2020年 ９月 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団理事長（現在に至る）
2021年 ６月 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会理事（現在に至る）
2022年 ３月 当社取締役（現在に至る）
2025年 ７月 カサイホールディングス株式会社社外取締役（現在に至る）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
田中秀司氏は、行政機関における危機管理やDX推進に関する豊富な実務経験に加え、公益財団法人での文化・スポーツ振興の知見
など、多角的な視点を有しております。これまでの任期中、当社のリスクマネジメント強化やサステナビリティ経営の推進に対し
的確な助言を行い、その職責を十分に果たされております。引き続き、幅広い見識に基づく経営への提言と、客観的な立場からの
監督を期待し、社外取締役候補者としております。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年で
あります。

候補者番号

６

所有する当社株式の数
100 株

かけひ えつ こ
再 任 社 外 独 立筧 悦子（1957年2月5日生）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2002年 １月 日本アイ・ビー・エム株式会社サービス事業部プロセス＆IT企画担当部長
2010年12月 日本アイ・ビー・エム・スタッフ・オペレーションズ株式会社取締役
2013年 ４月 日本アイ・ビー・エム株式会社CIOサービスJapan担当理事
2018年 ３月 データライブ株式会社顧問（現在に至る）
2018年12月 株式会社アビスト社外取締役
2023年 ６月 日本電波工業株式会社社外取締役（現在に至る）
2024年 ６月 ナイス株式会社社外取締役（現在に至る）
2025年 ３月 当社取締役（現在に至る）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
筧悦子氏は、IT・DX領域における専門性と豊富な実務経験を有しており、社外取締役就任以来、「第４次中期経営計画」に掲げる
「SPAT4」の機能強化やデジタル戦略の推進に対し、有益な助言・提言を行っております。引き続き、その高度な知見を当社の新
たなデジタル領域の開拓や経営の意思決定に反映いただくとともに、独立した立場からガバナンスの維持・強化に寄与していただ
くことを期待し、社外取締役候補者としております。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年
であります。
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候補者番号

７

所有する当社株式の数
100 株

むら た じゅんこ
再 任 社 外 独 立村田 順子（1962年10月1日生）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1991年10月 シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル法人営業、宴会部婚礼企画セールス課長
1999年 ５月 株式会社舞浜リゾートホテルズ（現 株式会社ミリアルリゾートホテルズ）営業課長
2004年10月 株式会社帝国ホテル営業部次長
2018年 ４月 明海大学浦安キャンパス事務部次長
2018年 ９月 ブライダルコーディネート技能検定委員
2019年 ４月 明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部講師、

ホスピタリティ・ツーリズム総合研究所研究員
2020年 ４月 明海大学浦安キャンパス学務部長（現在に至る）
2025年 ３月 当社取締役（現在に至る）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
村田順子氏は、ホスピタリティ分野における長年の経験と深い造詣を有しており、社外取締役就任以来、当社が目指す「笑顔あふ
れる “まちづくり” を牽引する空間創造企業」の実現に向け、顧客視点に立った有益な提言を行っております。引き続き、その経
験と見識に基づき、経営判断への助言を行うとともに、ガバナンス体制のさらなる向上に貢献していただくことを期待し、社外取
締役候補者としております。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年であります。

候補者番号

８

所有する当社株式の数
100 株

たにざき じゅん
新 任 社 外 独 立谷﨑 潤（1957年５月24日生）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1982年 ４月 日本中央競馬会入会
2013年 ３月 同 競走部長
2014年 ３月 同 栗東トレーニング・センター場長
2016年 ３月 同 理事(競走、トレセン、国際担当)
2019年 ３月 公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナル理事長
2020年 ３月 日本馬匹輸送自動車株式会社代表取締役社長（現在に至る）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
谷﨑潤氏は、日本中央競馬会において理事や栗東トレーニング・センター場長等の要職を歴任し、「強い馬づくり」を支える施設機
能や調教環境に関する高い見識を有しております。当社が進める「第４次中期経営計画」における「新トレーニングセンターの整
備」等の重要施策に対し、専門的な視点からの有益な助言・提言をいただくとともに、独立した立場からガバナンスの維持・強化
に寄与していただけると判断し、社外取締役候補者として適任であると考えております。
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候補者番号

９

所有する当社株式の数
500 株

たけいち たかし
新 任武市 敬（1960年4月17日生）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1984年 ４月 東京都入都
2014年 ７月 東京都政策企画局次長
2015年 ７月 東京都港湾局長
2016年 ７月 東京都財務局長
2020年 ６月 東京都副知事
2023年 ５月 一般財団法人東京都人材支援事業団理事長（現在に至る）
2023年 ７月 公益財団法人東京2025世界陸上財団事務総長（現在に至る）

取締役候補者とした理由
武市敬氏は、東京都の財務局長として強固な財政基盤の構築に尽力したほか、港湾局長として臨海部の発展を主導しました。また、
直近では昨年９月に開催された世界陸上選手権において事務総長を務め、大会を成功に導くなど大規模プロジェクトの推進をはじ
め、当社事業の発展に寄与する高い見識と実績を有しております。これらの経験は、当社が「第４次中期経営計画」で掲げる保有
資産の有効活用や、当社グループの持続的な成長を実現する上で不可欠なものです。同氏には、その高い見識とリーダーシップを
もって当社経営を確実に推進していただくことを期待し、取締役候補者としております。

（注）1.各候補者と会社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2.森﨑純成、田中秀司、筧悦子、村田順子、谷﨑潤の５氏は、社外取締役候補者であります。
3.森﨑純成、田中秀司、筧悦子、村田順子の４氏は、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、当社は４氏
を独立役員として届け出ており、４氏が選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。また、谷﨑潤氏が選任
された場合、当社は同氏を独立役員として届け出る予定であります。

4.当社は、森﨑純成、田中秀司、筧悦子、村田順子の４氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、法令が規定する
損害賠償責任の限度額を上限として責任限定契約を締結しております。なお、４氏が選任された場合、当該契約を継続する
予定であります。また、谷﨑潤氏が選任された場合、当社は同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。

5.当社は、以下の内容の役員等賠償責任保険契約を締結しており、2026年4月に更新の予定です。本議案でお諮りする取締役
のうち再任の候補者については、すでに当該保険契約の被保険者となっており、選任後も引き続き被保険者となります。ま
た、新任の候補者については、選任後被保険者となります。

＜保険契約の内容の概要＞
①被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。

②填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受ける
ことによって生ずることのある損害について填補します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合
等一定の免責事由があります。

③役員等の職務の適正性が損なわれないための措置
保険契約に免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととしております。
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第３号議案 監査役１名選任の件
監査役 村田和正氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いいたし

たいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は以下のとおりであります。

所有する当社株式の数
1,600 株

むら た かずまさ
再 任村田 和正 （1965年４月27日生）

略歴、地位及び重要な兼職の状況
1989年 ４月 当社入社
2014年 ４月 当社総務部次長
2016年 ４月 当社オートレース事業部長
2018年 ４月 当社施設整備部長
2019年 ３月 株式会社東京プロパティサービス監査役（現在に至る）
2022年 ３月 東京倉庫株式会社監査役
2022年 ３月 当社常勤監査役（現在に至る）

監査役候補者とした理由
村田和正氏は、長年にわたり当社事業の各部門に携わり、事業運営に関する豊富な経験と深い知見を有しております。現在は、常
勤監査役としてこれらの知見を活かし、経営全般に対し公正かつ実効性の高い監査を実施しております。今後も当社のガバナンス
強化のため、その職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き監査役候補者としております。

(注）1.候補者と会社との間には、特別の利害関係はありません。
2.当社は、村田和正氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、法令が規定する損害賠償責任の限度額を上限として
責任限定契約を締結しております。同氏が選任された場合、当該契約を継続する予定であります。

3.当社は、以下の内容の役員等賠償責任保険契約を締結しており、2026年4月更新の予定です。本議案でお諮りする監査役候
補者については、すでに当該保険契約の被保険者となっており、選任後も引き続き被保険者となります。
＜保険契約の内容の概要＞
①被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。

②填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受ける
ことによって生ずることのある損害について填補します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合
等一定の免責事由があります。

③役員等の職務の適正性が損なわれないための措置
保険契約に免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととしております。
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【ご参考】第２号議案及び第３号議案が承認されたのちの役員構成（予定）
当社は、今後の経営環境の変化に柔軟に適応し、さらなる企業価値向上を目指すべく、重点課題の一つと捉

えているガバナンス体制の強化に取り組んでおります。取締役会の実効性の確保・向上を目的に、当社の企業
理念に基づき誠実かつ健全な事業活動を通じてステークホルダーの期待に応え社会の発展に寄与する企業であ
り続けるため、各役員の経験や専門性を踏まえた当社の取締役会に求められるスキル及び当社役員が担うべき
役割については以下の９項目に定め、各項目の内容についても明確化しております。

氏 名

専門性と経験（スキル項目）

企業経営
法務
・

リスクマネ
ジメント

公営競技
施設管理

・
地域開発

レジャー
・
文化
・

スポーツ

IT
・

デジタル

人事
・
労務
・

人材開発

財務
・
会計
・

ファイナン
ス

サステナビ
リティ
・
ESG

取
締
役

武市 敬 指名・報酬 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

伊藤 昌宏 ○ ○ ○ ○ ○ ○

髙倉 和仁 指名・報酬 ○ ○ ○ ○ ○ ○

小山 哲司 ○ ○ ○ ○ ○ ○

森﨑 純成
指名・報酬
（委員長）
社外 独立

○ ○ ○ ○ ○

田中 秀司
指名・報酬
社外 独立

○ ○ ○ ○ ○

筧 悦子 指名・報酬
社外 独立

○ ○ ○ ○ ○

村田 順子 指名・報酬
社外 独立

○ ○ ○ ○ ○

谷﨑 潤
指名・報酬

社外 独立
○ ○ ○ ○ ○

監
査
役

村田 和正 ○ ○ ○ ○ ○ ○

石島 辰太郎 社外 独立 ○ ○ ○ ○ ○

田中 大輔 社外 独立 ○ ○ ○ ○ ○

田中 良 社外 独立 ○ ○ ○ ○ ○

※ 当社は海外向けの事業を行っていないため、グローバル経験に関する記載は省略しております。
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当社が取締役、監査役に期待するスキル項目の選定理由は以下のとおりです。

専門性と経験（スキル項目） 選定理由（スキルサマリー）

企業経営
当社グループにおいて広い視野で経営を行う上で、事業推進や課題解決など総合
的な判断と全体を取りまとめる統率力が必要となることから、組織運営の経験を
活かし、当社グループ全体の進むべき方向性を合わせて企業活動を推進させるた
めのスキル

法務・リスクマネジメント 法令順守・コーポレートガバナンス・リスクマネジメントによる健全かつ継続的
な事業運営を実現するため、的確な事業戦略を監督・推進するためのスキル

公営競技
当社の設立趣意の根幹であり、収益基盤の大きな柱である公営競技事業に携わっ
た経験や、地方財政への貢献という側面から公共・公益事業に関わった経験・知
見を活かし、今後の公営競技事業の発展に寄与するためのスキル

施設管理・地域開発
多種多様な施設を所有する当社グループにおいて、安心・安全な施設を提供し続
けるために重要な施設管理分野における業務経験や、地域開発に関する事業に携
わった経験など、今後の安定的な施設管理と所有施設を軸とした地域社会との共
創による発展を推進させるためのスキル

レジャー・文化・スポーツ
当社の企業理念である “空間に思いを馳せ、人々の笑顔を創造する” を実現する
べく、エンターテインメントやレジャー、文化、スポーツといった人々の心を豊
かにさせる事業に携わった経験や知見を活かし、幅広い分野の当社グループ事業
発展に寄与するためのスキル

IT・デジタル
公営競技事業におけるシステム分野のさらなる発展をはじめ、人々の生活様式の
変化に柔軟かつ的確に対応し、今後の競争力の鍵となるIT・デジタル技術の進展
によるサービス拡充や新規領域の検討、組織運営の効率化等を実現するためのス
キル

人事・労務・人材開発
従業員の多様性を尊重し、社員一人ひとりの成長を最大限に引き出すことが、当
社グループの企業価値向上に大いに繋がるものと捉え、人材・組織開発に関する
経験・知見を活かし、その環境や仕組みを構築するためスキル

財務・会計・ファイナンス
財務・会計分野における専門的な業務経験や知見に基づき、企業の会計上のコン
プライアンスを確保し、資本コストを意識した健全かつ安定的な財務基盤の構築
に加え、株主還元強化と成長投資の両立を実現する的確な財務戦略を監督・推進
するためのスキル

サステナビリティ・ESG
当社事業を通じてサステナブルな社会を実現するべく、当社独自のボトムライン
である “PLACE,PLANET,PEOPLE” の好循環サイクルによる「サステナビリティ
経営」を推進するためのスキル

以 上



事業報告（2025年１月１日から2025年12月31日まで）

417 154 154 104

売上高 親会社株主に帰属する当期純利益営業利益 経常利益
（億円） （億円） （億円）

第102期
（2025年度）

第102期
（2025年度）

第102期
（2025年度）

第102期
（2025年度）

（億円）

第101期
（2024年度）

第101期
（2024年度）

第101期
（2024年度）

第101期
（2024年度）

404
139 139 97
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1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度における我が国経済は、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果に支えられ、個人消費や設備
投資に持ち直しの動きがみられるなど、国内景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、米国の通商
政策による影響や、物価上昇の継続が消費行動に及ぼす影響、金融資本市場の変動等、依然として先行き不透明
な状況が続いております。
このような状況の下、全国の地方競馬では入場者数が前年に比べ増加するとともに、インターネット投票の普

及により勝馬投票券売上も増加基調を示しました。当社グループにおきましても、インターネット投票サービス
ＳＰＡＴ４（南関東４競馬場在宅投票システム）を中心とした公営競技事業が堅調に推移したほか、各セグメン
トにおける新施設の稼働が収益基盤強化に寄与いたしました。
以上の結果、第102期連結会計年度の業績につきましては、売上高は41,758百万円（前期比3.3％増）、営業

利益は15,414百万円（同10.7％増）、経常利益は15,448百万円（同11.0％増）となり、親会社株主に帰属する
当期純利益は10,461百万円（同7.8％増）となりました。

■業績ハイライト
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公営競技事業 遊園地事業

売上高 セグメント利益
（億円） （億円）

第101期 第101期第102期 第102期

286 111
296 121

売上高 セグメント利益
（億円） （億円）

第102期 第102期第101期 第101期

38
５37

4

倉庫賃貸事業 サービス事業

売上高 セグメント利益
（億円） （億円）

第102期 第102期第101期 第101期

58
34

60 39

売上高 セグメント利益
（億円） （億円）

第102期 第102期第101期第101期

22

2

23

3

16

セグメント別の業績は次のとおりであります。

事業の内容
大井競馬場・場外発売所・
SPAT4の賃貸
伊勢崎オートレース場の
賃貸

事業の内容
遊園地の経営

SPAT4を中心に業績は堅調に推移し、売上高は29,694百万円(前
期比3.6％増)、セグメント利益は12,180百万円(同9.4％増)とな
りました。

集客施策に一定の効果はみられたものの、入場者数は減少し、
売上高は3,783百万円（前期比1.1％減）、セグメント利益
は475百万円(同11.1％減）となりました。

事業の内容
物流施設の賃貸

事業の内容
商業施設、
オフィスビルの賃貸等

賃料改定や新規テナント誘致等の施策が業績に寄与し、売上高は
6,094百万円(前期比4.7％増)、セグメント利益は3,998百万円(同
15.0％増）となりました。

各施設の安定稼働が収益基盤の強化に貢献し、売上高は2,372
百万円(前期比3.9％増)、セグメント利益は343百万円(同57.9
％増)となりました。
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売上高 セグメント利益
（億円） （億円）

第101期 第101期第102期 第102期

286 111
296 121

17

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

公営競技事業
売上高

296億94百万円（前期比3.6％増）
セグメント利益

121億80百万円（前期比9.4％増）
大井競馬におきましては、開催日数は98日となりました。
この間、当社では、前年から継続して馬場の排水機能強化を実施するとともに、公正かつ安全なレース開催に

不可欠である特別高圧受変電所の更新工事に着手するなど、施設の機能強化に努めました。
ＳＰＡＴ４におきましては、全国の地方競馬を15,082レース発売いたしました。
この間、ＳＰＡＴ４では、公式アプリの新機能として「推し馬機能」のリリースをはじめ、ユーザーの操作

性・利便性を意識したサービス強化を進めるとともに、新規会員獲得を目的とした「本日は！ウマ曜日！キャン
ペーン」などを実施いたしました。
さらに、YouTubeや全国の地方競馬場において、WEBとリアルの両面でイベントを積極的に実施したほか、

ＳＰＡＴ４プレミアムポイントにおいても各種キャンペーンを継続的に展開し、既存会員の満足度向上に取り組
みました。これら施策の効果もあり、12月29日に実施された「第71回東京大賞典競走」を含む年末開催では、
地方競馬における１レース及び１開催の売上レコードが更新されました。また、大井競馬の年間売上につきまし
ても２年ぶりにレコードが更新されるなど、堅調に推移いたしました。
このほか、８季目となる大井競馬場の冬季限定イルミネーションイベント「東京メガイルミ2025-2026」は、

2025年11月１日から2026年１月11日までの53日間営業いたしました。近隣自治体や企業・団体との連携イベ
ントをはじめ、ファミリー層をターゲットとしたステージショーなどを積極的に行った結果、前期比9.5％増の
約20万人のお客様にご来場いただきました。
伊勢崎オートレースにおきましては、オートレースの本場開催が139日、他場の場外発売は延べ300日実施さ

れ、勝車投票券売上は引き続き好調に推移いたしました。
以上の結果、公営競技事業の売上高は29,694百万円（前期比3.6％増）、セグメント利益は12,180百万円（同

9.4％増）となりました。
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売上高 セグメント利益
（億円） （億円）

第102期 第102期第101期 第101期

38
５37

4

売上高 セグメント利益
（億円） （億円）

第102期 第102期第101期 第101期

58
34

60 39
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遊園地事業
売上高

37億83百万円（前期比 1.1％減）
セグメント利益

4億75百万円（前期比11.1％減）
東京サマーランドにおきましては、夏季期間に先立ち、ゴールデンウィーク限定で屋外プールエリアの一部を

先行オープンし、親子で楽しめる各種イベントを開催するなど、集客強化に努めました。
また、2024年６月にオープンした新プール「MONSTER STREAM（モンスターストリーム）」をはじめとす

る園内施設の魅力度を効果的に発信するため、SNSやWEB媒体を活用した広報活動を強化いたしました。さら
に、１dayパスや有料席の料金改定を行ったほか、人気コンテンツとのIPコラボ企画による新たな顧客層の獲得
に向けた取り組みや、アウトドア用品ブランドの販促を兼ねた特別有料席の新設などにより、顧客単価は上昇
し、売上面では一定の成果がみられました。
しかしながら、入場人員は前期を下回る結果となりました。酷暑を含む外部環境の変化等がお客様の来園行動

に影響を及ぼしたと推測されます。
以上の結果、東京サマーランド及び各施設の入場人員は、前期比4.5％減となる92万人となり、遊園地事業の

売上高は3,783百万円（前期比1.1％減）、セグメント利益は475百万円（同11.1％減）となりました。

倉庫賃貸事業
売上高

60億94百万円（前期比 4.7％増）
セグメント利益

39億98百万円（前期比15.0％増）
倉庫賃貸事業におきましては、勝島第２地区のマルチテナント型倉庫において新規テナントの誘致を進めると

ともに、一棟貸し倉庫を含む既存契約の更新に際しては、市場動向や周辺賃料水準を踏まえ交渉を実施し賃料の
増額に至るなど、収益の向上に取り組みました。
このほか、勝島地区倉庫においては屋上防水工事を実施し、施設の安全性・耐久性向上に取り組んだほか、平

和島地区倉庫のトイレ改修工事等を実施するなど、引き続き施設の維持管理・顧客の快適性の向上に努めまし
た。
以上の結果、倉庫賃貸事業の売上高は6,094百万円（前期比4.7％増）、セグメント利益は3,998百万円（同

15.0％増）となりました。
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売上高 セグメント利益
（億円） （億円）

第102期 第102期第101期第101期

22

2

23

3
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サービス事業
売上高

23億72百万円（前期比 3.9％増）
セグメント利益

3億43百万円（前期比57.9％増）
サービス事業におきましては、オフィスビルやショッピングモールの賃貸事業、空調設備事業等において安定

的な収益確保に努めました。
この間、ショッピングモール「ウィラ大井」のさらなる認知度向上施策として、地域と連携した季節ごとのイ

ベントを積極的に開催し、多くのお客様にご来場いただきました。
また、2024年３月に竣工いたしました「ウィラ大井２号館」及び劇場「シアターＨ」につきましても順調に

稼働し、当事業の収益基盤強化に貢献いたしました。
以上の結果、サービス事業の売上高は2,372百万円（前期比3.9％増）、セグメント利益は343百万円（同57.9

％増）となりました。

＜セグメント別の売上高及びセグメント利益＞

区 分
売 上 高 セグメント利益

金額(百万円) 前 期 比 金額(百万円) 前 期 比
公 営 競 技 事 業 29,694 3.6 ％ 12,180 9.4 ％

遊 園 地 事 業 3,783 △1.1 ％ 475 △11.1 ％

倉 庫 賃 貸 事 業 6,094 4.7 ％ 3,998 15.0 ％

サ ー ビ ス 事 業 2,372 3.9 ％ 343 57.9 ％

セ グ メ ン ト 間 取 引 の 消 去 等 △185 ― △1,583 ―
合 計 41,758 3.3 ％ 15,414 10.7 ％

（2）設備投資等の状況
当連結会計年度の設備投資は総額 7,207 百万円となりました。その主なものは、公営競技事業におけ

る、ＳＰＡＴ４及びnankankeiba.comにおける機能追加等、大井競馬場における特別高圧受変電設備の更
新及び馬場内雨水排水工事、小林牧場におけるＣ地区追馬場新設に伴う電気設備工事などによるものであり
ます。

（3）資金調達の状況
当連結会計年度の設備投資資金は、主に自己資金をもって充当いたしました。
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（4）対処すべき課題
当社グループでは、「空間に思いを馳せ、人々の笑顔を創造する」という企業理念の下、当社が所有する公営

競技場・遊園地などにおいて、安心・安全・信頼を第一に、公共性の高い事業を展開してまいりました。

こうした中、少子高齢化やデジタル革新といった外部環境の変化に対応し、「笑顔あふれる “まちづくり” を
牽引する空間創造企業」を目指すべく、2024年に策定した「長期経営ビジョン2035」を具現化するための実行
計画として、2025年12月に、2026年度から2030年度までの５年間を計画期間とする第４次中期経営計画「未
来の空間創造プロジェクト the 1st Furlong」を公表いたしました。

本計画では、都心型エンターテインメント競馬場を核とした大井エリア（勝島）における魅力的なまちづくり
を実現するための礎を築く期間と位置づけ、以下の基本方針の下、最初の区間 “the 1st Furlong” を全力で走
り抜けてまいります。

【公営競技のモデルケースとしての大井競馬のさらなる振興に注力】
新トレーニングセンターの整備に着手するとともに、ＳＰＡＴ４においては、AIを活用した新たな情報発信

サービスの提供に向けた準備を進め、競馬ファンの拡大及び収益基盤のさらなる強化を図ります。また、次期
システムにおいては、安心・安全を最優先としつつ、将来の拡張性等を見据えたシステム構築を推進してまい
ります。

【ランドマークとなり、世界に誇れる都心型エンターテインメント競馬場を創造】
大井競馬独自の体験価値を高めるため、競馬場の再整備を推進いたします。また、再整備に伴って生じる空

間においては、競馬だけでなく、スポーツ・ライブ等を楽しめる、今までにない都心型エンターテイメント競
馬場を実現するため、アリーナの整備に向けた検討に着手いたします（※）。

【大井競馬場とその周辺に位置する資産のポテンシャルを最大限発揮し、人が集う空間をデザイン】
ベイエリアを象徴するまちの実現を見据え、既存事業の拡充・強化に取り組むとともに、勝島エリアにおけ

る当社所有施設の建替えに向けた検討を進め、資産価値の最大化に取り組みます。

（※）都市計画公園に指定されている大井競馬場に新たな体験を生む空間を創造する事業として、アリーナ
が最も有力と捉えて計画・検討を続け、今後事業判断を行ってまいります。
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売上高

親会社株主に帰属する当期純利益 1株当たり当期純利益

経常利益
（億円） （億円）

（億円） （円）

第102期
（2025年度）

第102期
（2025年度）

第102期
（2025年度）

第102期
（2025年度）

第101期
（2024年度）

第100期
（2023年度）

第99期
（2022年度）

第101期
（2024年度）

第100期
（2023年度）

第99期
（2022年度）

第101期
（2024年度）

第100期
（2023年度）

第99期
（2022年度）

第101期
（2024年度）

第100期
（2023年度）

第99期
（2022年度）

354 141

93 342.41

375 133

84 308.37

404
139

97 359.94

417 154

104 392.22

21

（5）財産及び損益の状況の推移

区 分 第99期
（2022年度）

第100期
（2023年度）

第101期
（2024年度）

第102期
（当連結会計年度）

（2025年度）
売 上 高 35,450 百万円 37,544 百万円 40,443 百万円 41,758 百万円

経 常 利 益 14,171 百万円 13,383 百万円 13,912 百万円 15,448 百万円

親会社株主に帰属する当期純利益 9,386 百万円 8,452 百万円 9,706 百万円 10,461 百万円

１株当たり当期純利益 342.41 円 308.37 円 359.94 円 392.22 円

総 資 産 額 124,647 百万円 115,792 百万円 122,405 百万円 125,785 百万円

純 資 産 額 80,288 百万円 86,787 百万円 91,142 百万円 94,902 百万円

１ 株 当 た り 純 資 産 額 2,929.06 円 3,163.92 円 3,410.48 円 3,639.47 円

（注）１株当たり当期純利益は、自己株式控除後の期中平均株式数により、１株当たり純資産額は、自己株式控除後の期末発行済株式
総数により算定しております。
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（6）重要な親会社及び子会社の状況（2025年12月31日現在）
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 子会社の状況
会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主 要 な 事 業 内 容

㈱東京プロパティサービス 400
百万円

100
％ 競馬付帯事業、商業施設の賃貸・運営、

オフィスビルの賃貸
㈱東京サマーランド 400 100 遊園地の経営
東京倉庫㈱ 400 100 物流施設の賃貸
㈱タック 80 100 空調設備の設計・施工管理
㈱ｅパドック 100 60 SPAT4システムに係る運営事業

（7）主要な事業内容（2025年12月31日現在）
大井競馬場の賃貸と場内サービスの提供、場外発売所の賃貸、在宅投票システムの賃貸、伊勢崎オートレース

場の賃貸、遊園地（東京サマーランド）の経営、物流施設の賃貸、商業施設の賃貸・運営、オフィスビルの賃
貸、空調設備の設計・施工管理。

（8）主要な事業所（2025年12月31日現在）

事 業 所 名 所 在 地 事 業 所 名 所 在 地
ウ ィ ラ 大 森 ビ ル
東京都競馬株式会社本社 東京都大田区 伊勢崎オートレース場

伊 勢 崎 場 外 発 売 所 群馬県伊勢崎市
大 井 競 馬 場
株式会社東京プロパティサービス本社 東京都品川区 東 京 サ マ ー ラ ン ド

株式会社東京サマーランド本社 東京都あきる野市

株式会社ｅパドック本社 東京都品川区 勝島第１地区１号・２号・３号・５号倉庫
東京倉庫株式会社本社 東京都品川区

小 林 牧 場 千葉県印西市 勝島第2地区ABC棟・一般棟 東京都品川区
新 潟 場 外 発 売 所 新潟県新潟市 勝島第３地区勝島流通・配送センター 東京都品川区
中 郷 場 外 発 売 所 新潟県上越市 平和島地区１号・２号倉庫 東京都大田区
汐 留 場 外 発 売 所 東京都港区 習志野茜浜１号・２号倉庫 千葉県習志野市

ひたちなか場外発売所 茨城県ひたちなか市 大井競馬場前ショッピングモール
ウィラ大井・ウィラ大井2号館 東京都品川区

大 郷 場 外 発 売 所 宮城県黒川郡大郷町 株 式 会 社 タ ッ ク 本 社 東京都品川区



事業報告

23

（9）従業員の状況（2025年12月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数
198 名 ９名増 40 歳 ２ 月 13 年 11 月

(注)上記のほかに嘱託、臨時雇用者等で44名を雇用しております。

② 当社の従業員の状況
従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

110 名 ６名増 37 歳 ３ 月 11 年 ９ 月

(注)上記のほかに嘱託、臨時雇用者等で17名を雇用しております。

（10）主要な借入先（2025年12月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株式会社みずほ銀行 3,175
百万円

株式会社りそな銀行 2,525

株式会社三井住友銀行 1,425

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 250

三井住友信託銀行株式会社 75

2. 会社の株式に関する事項（2025年12月31日現在）
（1）発行可能株式総数 40,000,000株

（2）発行済株式の総数 26,037,245株（自己株式2,727,609株を除く。）

（3）株主数 31,073名
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（4）大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

東京都 7,991,644
株

30.69
％

特別区競馬組合 3,676,292 14.11

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,658,800 6.37
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT
ACCOUNT 701,770 2.69

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 586,900 2.25

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 480,474 1.84
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN
（CASHPB） 430,400 1.65

CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL 368,161 1.41

BNYMSANV RE BNYMIL RE WS ZENNOR JAPAN
EQUITY INCOME FUND 364,500 1.39

BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME
BROKERAGE SEGREGATION ACC FOR THIRD PARTY 345,285 1.32

（注）1．当社は自己株式を2,727,609株保有しておりますが、上記大株主から除いております。
2．持株比率は、自己株式を控除し、小数点以下第３位を切り捨てて記載しております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度において、次のとおり譲渡制限付株式報酬として自己株式を付与いたしました。

区 分 株 式 数 交付対象者数
取締役（社外取締役を除く。） 当社普通株式2,200 株 ４ 名

社外取締役 ― ―
監査役 ― ―

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、「４．会社役員に関する事項（5）会社役員の報酬等 ②取締役の個人別の報酬等の内容
に係る決定方針に関する事項」に記載のとおりであります。
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（6）その他株式に関する重要な事項
自己株式の取得

当社は、2025年12月19日開催の取締役会において、株主還元及び資本効率向上を図るため、会社法第
165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得について決
議し、以下のとおり実施いたしました。

・取得した株式の種類及び総数 当社普通株式653,400株

・取得価格の総額 3,848,526,000円

・取得日 2025年12月22日

3. 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等（2025年12月31日現在）

氏 名 地位及び担当 重 要 な 兼 職 の 状 況

多羅尾 光 睦 代表取締役社長
株式会社東京プロパティサービス 代表取締役会長
株式会社東京サマーランド 代表取締役会長
東京倉庫株式会社 代表取締役会長

伊 藤 昌 宏 常務取締役
財務、倉庫賃貸事業部門担当 東京倉庫株式会社 代表取締役社長

髙 倉 和 仁
常務取締役
総務、遊園地事業、
サービス事業部門担当

株式会社東京プロパティサービス 代表取締役社長

小 山 哲 司
常務取締役
経営企画、公営競技事業、
施設整備部門担当

株式会社ｅパドック 代表取締役社長

森 﨑 純 成 取締役 タスク・アドバイザーズ株式会社 取締役会長

田 中 秀 司 取締役
公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団 理事長
社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 理事
カサイホールディングス株式会社 社外取締役

筧 悦 子 取締役
データライブ株式会社 顧問
日本電波工業株式会社 社外取締役
ナイス株式会社 社外取締役

村 田 順 子 取締役 明海大学浦安キャンパス 学務部長

村 田 和 正 常勤監査役 株式会社東京プロパティサービス 監査役

石 島 辰太郎 監査役 産業技術大学院大学 名誉学長

田 中 大 輔 監査役
田 中 良 監査役

(注)１．2025年３月26日開催の第100回定時株主総会終結の時をもって、常務取締役 山手斉氏、取締役 髙野元一氏は任期満了に
より退任いたしました。

２．取締役 佐藤浩二氏は、2025年12月14日をもって逝去により退任いたしました。なお、退任時の重要な兼職の状況は、公
益社団法人日本装削蹄協会顧問であります。

３．取締役 森﨑純成、田中秀司、筧悦子、村田順子の４氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、株式会社東京
証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

４．監査役 石島辰太郎、田中大輔、田中良の３氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、株式会社東京証券取引
所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、各取締役（業務執行取締役等を除く。）及び各監査役との間で、会社法第427条第１項及び当社定款

の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を
限度とする旨の責任限定契約を締結しております。



事業報告

27

（3）補償契約の内容の概要
該当事項はありません。

（4）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社及び当社グループ子会社の各取締役・監査役を被保険者として、会社法第

430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険により、被保険者がその職
務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害につ
いて補填することとしております。保険料は特約部分も含めて当社及び当社グループ子会社の負担としており、
被保険者の実質的な保険料負担はありません。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合
等、一定の免責事由があります。

（5）会社役員の報酬等
① 役員の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項

当社の取締役の報酬等は、2014年３月27日開催の第89回定時株主総会において、年額250百万円以内と
決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名であります。
また、上記報酬限度額とは別枠で、2024年３月28日開催の第99回定時株主総会決議に基づき、社外取締

役を除く取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。当該報酬額は年額50百万円以
内、株式数の上限を年25,000株以内（社外取締役は付与対象外）としております。当該定時株主総会終結
時点の取締役（社外取締役を除く。）の員数は５名であります。
当社の監査役の報酬等は、2014年３月27日開催の第89回定時株主総会において、年額38百万円以内と

決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は４名であります。
② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2026年２月５日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定め
ており、その事項は以下のとおりであります。

（a）継続的な企業価値の向上及び競争力の強化のため、優秀な人材を確保・維持できる報酬水準としておりま
す。

（b）各取締役の役割や職責に応じた報酬体系とし、透明性と公正性を確保しております。
（c）報酬水準や報酬体系は、当社の業績や経済情勢等を踏まえて、見直しを行っております。
（d）取締役の報酬は、基本報酬である固定報酬、一時金及び非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬としており

ます。
（e）非金銭報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するとともに、株主との価値を

共有する譲渡制限付株式報酬とし、毎年一定の時期に支給いたします。譲渡制限付株式付与のために支給
する金銭債権の総額は年額50百万円以内かつ当社が発行又は処分する普通株式の総数は年25,000株以内
（ただし、普通株式の株式分割又は株式併合が行われた場合は、分割比率・併合比率に基づいて合理的な
範囲で調整を行う。）とします。
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③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、株主総会において決議いただいた報酬枠の範囲内

で、当社の定める規定及び支給基準に基づいて算出した額を原案として、代表取締役社長、総務部門担当取
締役、社外取締役をもって構成される指名・報酬委員会において審議の上、取締役会にて報酬等の決議を行
っております。
当委員会は、報酬額の決定プロセスの透明性や公正性、客観性を確保するため、委員の過半数は独立要件

を満たした社外取締役で構成され、委員長は社外取締役が務めております。
なお、当委員会において決定方針との整合性や業績等、多角的に検討を行っているため、取締役会はその

審議結果を尊重すべきものと判断しております。

④ 当事業年度に係る役員の報酬等の総額等

区 分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額 対象となる

役員の員数基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
（うち社外取締役）

177,587
(27,545)

千円

167,819
(27,545)

千円

―
(―)

千円

9,768
(―)

千円

11
(５)

名

監査役
（うち社外監査役）

34,873
(18,285)

34,873
(18,285)

―
(―)

―
(―)

４
(３)

合 計 212,460
(45,830)

202,692
(45,830)

―
(―)

9,768
(―)

15
(８)

(注)１．上記の支給人員及び報酬等の額には、2025年3月26日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名及び2025
年12月14日に逝去により退任した取締役１名を含んでおります。

2．上記のほか、使用人兼務役員の使用人給与相当額(賞与含む)として3,342千円を支給しております。
3．上記の基本報酬には、当事業年度における役員賞与引当金の繰入額9,600千円（取締役８名に対し7,820千円、監査役４名に

対し1,780千円）を含んでおります。
4．監査役の報酬については、監査役の協議をもって決定しております。
5．株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるため、取締役に対して非金銭報酬として譲渡制限付株式を交付しておりま

す。その交付状況は「2．会社の株式に関する事項」に記載のとおりです。

（6）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

社外役員の重要な兼職先は、「(１)取締役及び監査役の氏名等」に記載のとおりであります。この社外役員が
役員等を兼職している他の法人等と当社との間には、重要な取引関係その他特記すべき関係はありません。
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② 当事業年度における主な活動状況
区分 氏名 主な活動状況

取締役 佐藤 浩二

2025年12月14日に退任するまでに開催された取締役会９回のうち８回に出席し、
期待される役割に基づき公営競技に関わる豊富な経験と高い見識を踏まえて幅広い
見地から、適宜発言を行っていただきました。
また、指名・報酬委員会の委員として2025年12月14日に退任するまでに開催され
た委員会４回のうち３回に出席し、客観的かつ中立的な立場で当社役員候補者及び
役員報酬等の審議における監督機能を担いました。

取締役 森﨑 純成

当事業年度開催の取締役会10回の全てに出席し、期待される役割に基づき金融機関
等における豊富な経験とコーポレートガバナンスに関する高い見識を踏まえて幅広
い見地から、適宜発言を行っております。
また、指名・報酬委員会の委員長として、当事業年度開催の委員会４回の全てに出
席し、客観的かつ中立的な立場で当社役員候補者及び役員報酬等の審議における監
督機能を担っております。

取締役 田中 秀司

当事業年度開催の取締役会10回の全てに出席し、期待される役割に基づき文化・ス
ポーツ業界における豊富な経験に関する高い見識を踏まえて幅広い見地から、適宜
発言を行っております。
また、指名・報酬委員会の委員として、当事業年度開催の委員会４回の全てに出席
し、客観的かつ中立的な立場で当社役員候補者及び役員報酬等の審議における監督
機能を担っております。

取締役 筧 悦子

当事業年度において社外取締役就任後に開催された取締役会７回の全てに出席し、
期待される役割に基づきIT・DX分野における豊富な経験に関する高い見識を踏まえ
て幅広い見地から、適宜発言を行っております。
また、指名・報酬委員会の委員として、社外取締役就任後に開催の委員会２回のう
ち１回に出席し、客観的かつ中立的な立場で当社役員候補者及び役員報酬等の審議
における監督機能を担っております。

取締役 村田 順子

当事業年度において社外取締役就任後に開催された取締役会７回の全てに出席し、
期待される役割に基づきホスピタリティ分野における豊富な経験に関する高い見識
を踏まえて幅広い見地から、適宜発言を行っております。
また、指名・報酬委員会の委員として、社外取締役就任後に開催の委員会２回の全
てに出席し、客観的かつ中立的な立場で当社役員候補者及び役員報酬等の審議にお
ける監督機能を担っております。

監査役 石島 辰太郎
当事業年度開催の取締役会10回の全て、監査役会15回の全てに出席し、特殊法人に
おいて経営委員や監査委員を務めた経験を踏まえて幅広い見地から、適宜発言を行
っております。

監査役 田中 大輔 当事業年度開催の取締役会10回の全て、監査役会15回の全てに出席し、地方自治体
での行政経験を踏まえて幅広い見地から、適宜発言を行っております。

監査役 田中 良 当事業年度開催の取締役会10回の全て、監査役会15回の全てに出席し、地方自治体
での行政経験を踏まえて幅広い見地から、適宜発言を行っております。
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5. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

監査法人日本橋事務所

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 公認会計士法第２条第１項の監査業務の報酬

28,940千円
② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額

28,940千円
（注）1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分

しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。
2．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、

会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提

出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監

査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初
に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

6. 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保する

ための体制の整備についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。

（1）取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社は、業務執行における法令、定款及び諸規程の遵守（以下、「コンプライアンス」という。）に関して

「コンプライアンス管理規程」を制定し、当社及び子会社（以下、「当社グループ」という。）の基本方針及
び体制について定めております。これに基づき、当社社長はコンプライアンス統括責任者として、当社グル
ープのコンプライアンス体制の構築を統括いたします。
また、総務部門担当取締役はコンプライアンス副統括責任者として統括責任者を補佐し、総務部長はコンプ
ライアンス推進者としてコンプライアンス体制の整備を推進いたします。
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② 当社役職員は、コンプライアンスに対する意識を高く持ち、部署ごとに法令等に基づき意思決定・業務執行
を行います。各部署においては、部(室)長をコンプライアンス部門責任者として定め、職務権限や責任の所
在及び指揮命令系統を明確化し、有効な相互牽制が機能する体制を保ちます。
また、当社グループの役職員を対象にコンプライアンス意識向上のための研修を行い、周知徹底を図る他、
定期的に開催される各部署代表者による各階層別の連絡会において、執行状況を横断的に確認いたします。
なお、必要に応じ弁護士等に相談を行い、コンプライアンス等に問題があった場合には、直ちに情報を確認
後、部門責任者からコンプライアンス統括責任者へ情報が伝達される体制を保ちます。

③ 当社は、業務執行部門から独立したコンプライアンス統括責任者直轄の内部統制監理室を設置し、社内のコ
ンプライアンスの状況を監視し、合法性と合理性の観点から検討・評価を行いますとともに、内部統制シス
テムの維持・向上に努めます。
また、内部統制監理室は、当社グループにおけるコンプライアンスの状況が方針、規程等に従って適切に運
用され、内部統制システムが問題なく機能しているかを、本方針に基づき監査を行い、その結果をコンプラ
イアンス統括責任者へ報告し、併せて是正が必要な場合には、助言及び提言を行います。

④ 当社役職員は、当社グループにおける重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見し
た場合には、取締役会をはじめとした、社内の重要な会議へ速やかに報告いたします。
また、当社は「内部通報規程」に基づき、内部統制監理室を社内窓口とすることに加え、会社が指定する法
律事務所を社外窓口とする内部通報制度を整え、コンプライアンス違反の事実や損失の危険に関する情報の
内部通報を受ける体制を保ちます。

⑤ 監査役は、当社グループのコンプライアンス体制及び社内報告体制に問題があると認めた場合は、意見を述
べるとともに、改善策の策定を求めます。

⑥ 当社は、反社会的勢力との関係を排除するとともに、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、警察・弁
護士等と緊密に連携し、当社グループをあげて毅然とした態度で対応いたします。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づいて適切かつ確実に検索性の高い状態で保

存・管理し、必要に応じ速やかに閲覧できる状態を維持いたします。
また、個人の情報に関しては、「個人情報保護規程」に基づいて情報セキュリティを保ちます。
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（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社のリスク等の管理・対応については、「リスク管理規程」を制定し、当社グループにおいて発生しうる

リスクの防止体制の整備、発生したリスクの対応等について定めております。これに基づき、当社社長はリ
スク管理統括責任者として、当社グループ全体のリスク管理に関する方針の決定、体制の整備及びリスク発
生後の対応について統括いたします。
また、当社グループ各部署で発生しうるリスクの回避と軽減を図るため、部署ごとにリスク管理責任者を置
き、各部(室)長がこれにあたります。

② リスクの発生に関する情報を入手した部署においては、速やかに総務部長及び担当役員へ報告し、入手した
情報の事実を確認後、総務部長からリスク管理統括責任者へ迅速に伝達がなされる体制を確保いたします。
また、各部署のリスク管理に関する業務の執行状況を横断的に把握・確認するため、定期的に開催される各
階層別の連絡会において、各部署代表者は、意見交換及び相互牽制を行います。

③ 当社グループ各部署においては、平時からリスクを洗い出し、適切に評価するとともに、必要に応じ弁護
士・専門家等に相談を行い、専門的立場からの助言・指導を受け、リスクの軽減等に努めます。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は、当社グループの経営に関する重要な事項を決定するとともに、取締役の業務執行を監督いたし

ます。
② 当社は、取締役会を構成する取締役のうち社外取締役を複数名選任し、取締役会における決議の公平性及び

透明性を図ります。
③ 当社は、当社の常勤役付取締役をもって組織する常勤取締役定例会を定期的に開催し、当社グループの経営

に関する重要な事項を協議いたします。
④ 当社は、当社グループ常勤取締役及び当社常勤監査役等が出席する社内役員会を原則として月１回開催し、

取締役会に付議すべき事項の決定を行うとともに、当社グループにおける業務執行の進捗状況の報告を行
い、情報の共有化と意思疎通の徹底を図ります。

⑤ 当社は、当社グループのコンプライアンスに係る事項や取締役会における重要な協議事項について、独立し
た立場に基づき意見交換を行うとともに、情報共有を図ることを目的として、社外取締役及び社外監査役を
もって組織する独立社外役員連絡会を設置いたします。

⑥ 取締役会の決定に基づく業務執行に関しては、業務分掌、職務権限及び決裁事項等を定めた諸規程等に従
い、当社グループ各部署で業務の有効性及び効率性を確保いたします。

（5）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制、子会社の取締
役及び従業員の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

① 当社グループにおける業務の適正を確保するため、子会社においても当社に準じた諸規程等を基礎として行
動いたします。
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② 子会社の経営等に関わる事項は、社内役員会において、定期的に報告及び意見交換を行うとともに、当社は
子会社に対しコンプライアンス等に関する重要な事項を監督いたします。

③ 子会社は、当社からの経営管理、経営指導内容等が法令に違反する等、コンプライアンス上問題があると認
めた場合には、内部統制監理室に報告いたします。内部統制監理室は直ちに情報の収集・確認を行い当社社
長に報告を行うとともに、意見を述べることができるものとし、当社社長はその改善策の策定を命じます。

（6）監査役の職務を補助すべき従業員に関する事項、当該従業員の取締役からの独立性に関する
事項、監査役の当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項

① 当社は、監査役の職務を補助すべき従業員として、専任の監査役補助者を１名以上置きます。
② 監査役補助者の任命、解任、人事異動等については、あらかじめ常勤監査役の同意を得ることとし、取締役

からの独立性が確保できる体制といたします。

（7）当社グループの役職員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体
制

① 監査役は、取締役会をはじめとした社内の重要な会議に出席する他、当社グループの役職員より当社グルー
プにおけるコンプライアンスの状況、内部監査の実施状況、業務又は業績に影響を与える重要な事項につい
て定期的に報告を受け、さらに必要に応じて説明を求めることができます。

② 当社は、監査役に報告を行った当社グループの役職員が、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱
いを受けない体制を確保いたします。

（8）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、職務執行に必要と判断した場合は、当社の業務執行に関する重要な決裁文書その他の書類を閲覧

し、必要に応じて説明を求めることができます。
② 監査役と会計監査人は、定期的な報告、情報交換及び意見交換等を行い、連携を図ります。
③ 監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務

の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務の処理を行います。

（9）財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制基本方針」を制定し、規程及び

体制を整備するとともに、その整備・運用状況について継続的に評価し、必要に応じて改善を行い、実効性のあ
る体制の構築を図ります。
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当事業年度における、当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりでありま
す。

① コンプライアンスに関する取り組み
当社「コンプライアンス管理規程」に基づき、当社グループ各社の取締役、監査役、従業員等に対しコン

プライアンス意識の向上とコンプライアンスに関する正しい知識を付与することを目的とし、計画的に各階
層別研修を実施しております。

② 取締役の職務執行の適正及び効率性の確保
当事業年度は、10回の取締役会を開催し、経営方針及び経営戦略等の重要事項の決定並びに各取締役の職

務の執行状況の監督を行いました。
また、当社グループの常勤取締役及び当社常勤監査役等が出席する社内役員会を12回開催し、当社グルー

プにおける経営上の重要な報告が行われました。

③ 当社及び子会社における業務の適正の確保
当社の取締役が子会社の取締役を兼務し、子会社各社の取締役等の職務の執行が効率的に行われているこ

とを監督しております。
また、当社グループにおける業務の適正・効率性の確保を目的として、内部統制監理室が年次の監査計画

に基づき、当社並びにグループ各社の内部監査を実施しております。

④ 監査役の監査の実効性の確保に関する取り組み
当事業年度は、監査役会を15回開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決議を行い

ました。
また、取締役会や社内役員会等の重要な会議に出席する他、代表取締役、内部統制監理室並びに会計監査

人と定期的に情報交換を行い、損失の危険の管理、内部統制システムの整備・運用状況を確認しておりま
す。
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〔 業務の適正を確保するための体制図 〕
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連結貸借対照表（2025年12月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 27,162,349 流 動 負 債 20,915,621
現 金 及 び 預 金 17,466,665 営 業 未 払 金 1,189,811
受取手形、営業未収入金及び契約資産 4,605,293 短 期 借 入 金 16,600
有 価 証 券 4,400,000 1年内償還予定の社債 10,000,000
商 品 41,749 1年内返済予定の長期借入金 1,700,000
未 成 工 事 支 出 金 2,438 未 払 金 1,211,647
原材料及び貯蔵品 186,460 未 払 法 人 税 等 2,758,756
立 替 金 297,980 未 払 消 費 税 等 1,788,721
そ の 他 161,760 役 員 賞 与 引 当 金 12,980

賞 与 引 当 金 198,789
ポ イ ン ト 引 当 金 1,093,240
そ の 他 945,074

固 定 資 産 98,622,832 固 定 負 債 9,966,600
有 形 固 定 資 産 88,457,395 長 期 借 入 金 5,750,000
建 物 27,705,978 受 入 敷 金 保 証 金 2,515,493
建 物 附 属 設 備 8,131,196 退職給付に係る負債 1,283,291
構 築 物 9,673,936 資 産 除 去 債 務 376,239
機械装置及び運搬具 830,068 そ の 他 41,575
土 地 32,265,664
建 設 仮 勘 定 4,153,207 負 債 合 計 30,882,221
信 託 建 物 1,113,861
信託建物附属設備 95,150
信 託 土 地 2,174,126
そ の 他 2,314,203 （純 資 産 の 部）

無 形 固 定 資 産 4,851,284 株 主 資 本 93,865,448
ソ フ ト ウ エ ア 4,625,042 資 本 金 10,586,297
ソフトウエア仮勘定 226,242 資 本 剰 余 金 6,792,464

投資その他の資産 5,314,152 利 益 剰 余 金 88,839,783
投 資 有 価 証 券 2,665,683 自 己 株 式 △12,353,097
長 期 前 払 費 用 74,742 その他の包括利益累計額 896,278
繰 延 税 金 資 産 1,767,977 その他有価証券評価差額金 896,278
長 期 立 替 金 721,877 非 支 配 株 主 持 分 141,233
そ の 他 83,870 純 資 産 合 計 94,902,960

資 産 合 計 125,785,181 負 債 純 資 産 合 計 125,785,181
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連結損益計算書（2025年１月１日から2025年12月31日まで）
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 41,758,749
売 上 原 価 24,081,648
売 上 総 利 益 17,677,100
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,262,964
営 業 利 益 15,414,135
営 業 外 収 益
受 取 利 息 45,113
受 取 配 当 金 50,480
未 払 配 当 金 除 斥 益 7,094
雇 用 調 整 助 成 金 等 400
そ の 他 6,691 109,779

営 業 外 費 用
支 払 利 息 74,426
支 払 手 数 料 220
そ の 他 1,256 75,902

経 常 利 益 15,448,012
特 別 利 益
工 事 負 担 等 受 入 額 3,578
補 助 金 収 入 64,500
受 取 保 険 金 25,603
固 定 資 産 売 却 益 26,374
そ の 他 18,103 138,159

特 別 損 失
減 損 損 失 467,815
そ の 他 7,856 475,672

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 15,110,500
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 4,620,680
法 人 税 等 調 整 額 895 4,621,576
当 期 純 利 益 10,488,923
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 27,276
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 10,461,646
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連結株主資本等変動計算書（2025年１月１日から2025年12月31日まで）
（単位：千円）

株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 10,586,297 6,791,714 81,527,687 △8,503,132 90,402,567
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △3,149,550 △3,149,550
親会社株主に帰属する当期純利益 10,461,646 10,461,646
自 己 株 式 の 取 得 △3,858,983 △3,858,983
自 己 株 式 の 処 分 750 9,017 9,768
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額） −

当 期 変 動 額 合 計 − 750 7,312,095 △3,849,965 3,462,880
当 期 末 残 高 10,586,297 6,792,464 88,839,783 △12,353,097 93,865,448

その他の包括利益
累 計 額 非支配株主持分 純資産合計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 625,584 113,956 91,142,108
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △3,149,550
親会社株主に帰属する当期純利益 10,461,646
自 己 株 式 の 取 得 △3,858,983
自 己 株 式 の 処 分 9,768
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額） 270,693 27,276 297,970

当 期 変 動 額 合 計 270,693 27,276 3,760,851
当 期 末 残 高 896,278 141,233 94,902,960
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連 結 注 記 表
【1】連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
1. 連結の範囲に関する事項

全ての子会社を連結しております。
連結子会社の数 ５社
連結子会社の名称 株式会社東京プロパティサービス

株式会社東京サマーランド
東京倉庫株式会社
株式会社タック
株式会社ｅパドック

2. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

3. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品、原材料及び貯蔵品
主として最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

未成工事支出金
個別法による原価法

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物（信託建物を含む。） ７年〜50年
建物附属設備（信託建物附属設備を含む。） ２年〜18年
構築物他 ２年〜44年

② 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。
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（3）重要な引当金の計上基準
① 役員賞与引当金

役員に対して支給する一時金の支出に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度負担額を計上
しております。

② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度負担額を計上

しております。
③ ポイント引当金

ポイント使用による費用発生に備えるため、当連結会計年度末において将来使用されると見込まれる
額を計上しております。

（4）退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算は、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務

とする方法による簡便法を適用しております。

（5）重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの主要な事業は、公営競技事業、遊園地事業、倉庫賃貸事業及びサービス事業でありま

す。
公営競技事業、倉庫賃貸事業及びサービス事業において計上する主な収益は、不動産賃貸料収入であ

り、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 2007年３月30日）等を適用し収益を認識し
ております。
なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等の適用の対象となる

物件内の付加サービス等については、履行義務は、顧客にサービス等を提供した時点で充足されると判断
し、完了時点で収益を認識しております。
遊園地事業においては、顧客に対して施設内営業等によるサービス等の提供を行った時点で履行義務が

充足されると判断し、完了時点で収益を認識しております。
サービス事業のうち、空調設備事業においては、請負工事等に関して一定の期間にわたり履行義務が充

足されると判断し、見積総原価に対する発生原価の割合（インプット法）による進捗度に基づき収益を認
識しております。なお、期間がごく短い工事契約については、代替的な取扱いを適用し、完全に履行義務
を充足した時点で収益を認識しております。
これら顧客との契約から生じた対価は、サービス等に対する支配の移転から概ね1年以内に受領してお

り、顧客との間で定めた取引条件や支払い条件の中で受領する対価に重要な変動をもたらす要素や重要な
金融要素は含まれておりません。

【2】会計方針の変更に関する注記
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日）、「包括利益
の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 2022年10月28日）及び「税効果会計に係る会計基準の適
用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日）を当連結会計年度の期首から適用しておりま
す。これによる連結計算書類への影響はありません。
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【3】重要な会計上の見積りに関する注記
当連結会計年度において計上した項目

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年
度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
繰延税金資産 1,767,977千円

【4】連結貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 96,938,146千円

【5】連結株主資本等変動計算書に関する注記
１. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 28,764,854株

２. 配当に関する事項
（1）配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配 当 額 基準日 効力発生日

2025年３月26日
定時株主総会 普通株式 1,948,420千円 73.00円 2024年

12月31日
2025年
３月27日

2025年７月31日
取締役会 普通株式 1,201,130千円 45.00円 2025年

６月30日
2025年
９月１日

(注)2025年３月26日定時株主総会決議の１株当たり配当額73円には、会社創立75周年記念配当５円を含んでおります。

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議（予定） 株式の
種 類

配当の
原 資 配当金の総額 １株当たり

配 当 額 基準日 効 力
発生日

2026年３月26日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 1,900,718千円 73.00円 2025年

12月31日
2026年
３月27日

【6】金融商品に関する注記
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については安全性の高い短・中期的な預金等に限定しております。また、資
金調達につきましては、様々な調達手段（銀行借入、社債発行等）の中から事業環境やマーケット環境に
応じた最適な手段を選択しております。なお、デリバティブにつきましては、借入金の金利変動リスクを
回避するためのみに利用し、投機的な取引は行いません。
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（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である営業未収入金の一部は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して

は、取引先ごとに期日及び残高の管理をするとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽
減を図っております。有価証券は主として安全性の高い金銭信託、投資有価証券は主として投資信託や事
業上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価の把
握を行っております。
借入金及び社債により調達した資金の使途は社債償還資金、設備投資資金及び運転資金等であります。
デリバティブ取引の実行及び管理は、「経理規程」及び「資金運用管理規程」に従い、財務部が所管し

ており、運用管理を適切に行っております。
また、営業債務や借入金については、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が

月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項
2025年12月31日（連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。
（単位：千円）

連結貸借対照表
計上額 時価 差額

（1）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 6,969,279 6,969,279 -

資産計 6,969,279 6,969,279 -
（1）社債 10,000,000 9,908,000 △92,000
（2）長期借入金 7,450,000 7,454,724 4,724
（3）受入敷金保証金 2,515,493 2,263,731 △251,762

負債計 19,965,493 19,626,455 △339,037
(注)１.「現金及び預金」、「受取手形、営業未収入金及び契約資産」、「営業未払金」、「未払金」、「未払法人税等」、「短期借入金」は、

現金であること、又は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
(注)２. 市場価格のない株式等は、「（１）有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。

当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 96,404
（注）3. 長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
（注）4. 当連結会計年度において、デリバティブ取引は行っておりません。

3. 金融商品の時価の適切なレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。



連結計算書類

43

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した

時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品 （単位：千円）

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び
投資有価証券
その他有価証券
株式 1,820,213 - - 1,820,213
社債 - 29,331 - 29,331
投資信託 - 719,734 - 719,734
金銭信託 - 4,400,000 - 4,400,000

資産計 1,820,213 5,149,066 - 6,969,279

（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 （単位：千円）
区分 時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
社債 - 9,908,000 - 9,908,000
長期借入金 - 7,454,724 - 7,454,724
受入敷金保証金 - 2,263,731 - 2,263,731

負債計 - 19,626,455 - 19,626,455
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

有価証券及び投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に

分類しております。一方、当社が保有している債券は市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められない
ため、その時価をレベル２の時価に分類しております。また、投資信託は取引金融機関から提示された価格等に基づき算定して
おり、レベル２の時価に分類しております。
社債
当社の発行する社債の時価は、相場価格に基づき算出しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により

算定しており、レベル２の時価に分類しております。
受入敷金保証金
受入敷金保証金の時価は、残存期間を合理的に見積ったうえで、安全性の高い債券の利率で割り引いて算定しており、レベル

２の時価に分類しております。



連結計算書類

44

【7】賃貸等不動産に関する注記
1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社グループは、東京都その他の地域において、賃貸用の物流施設、ショッピングセンター、オフィスビ
ル等（土地を含む。）を有しております。

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項 （単位：千円）
連結貸借対照表計上額 時価

49,511,997 114,578,810
（注）1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

2. 当連結会計年度末の時価は、主要な物件については、不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額もしくは「不動産
鑑定評価基準」に基づき自社で算出した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であり、その他の物件について
は適切に市場価格を反映していると考えられる指標を用いて合理的に調整した金額によっております。

3. 公営競技施設につきましては、公共性が極めて高く、専用かつ直接的事業供用及びリスク負担の形態から判断し、対象物件
に該当しないものとして上記表には含めておりません。

【8】収益認識に関する注記
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループの事業セグメント別の収益を、顧客との契約及びその他の源泉から生じた収益に分解した情
報は、以下のとおりであります。 （単位：千円）

報告セグメント 計公営競技事業 遊園地事業 倉庫賃貸事業 サービス事業
顧客との契約から生じた収益 2,244,949 3,675,878 144,780 847,756 6,913,364
その他の源泉から生じた収益 27,443,299 50,992 5,949,477 1,401,615 34,845,384

計 29,688,249 3,726,870 6,094,257 2,249,371 41,758,749
（注）その他の源泉から生じた収益には企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入が含まれております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類「【１】連結計算書類の作成のための基本となる

重要な事項に関する注記等３．会計方針に関する事項(5) 重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を
記載しているため、注記を省略しております。

３．当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
（１）契約資産及び契約負債の残高等

（単位：千円）
当連結会計年度期首残高 当連結会計年度期末残高

顧客との契約から生じた債権 4,852,138 4,553,952
契約資産 12,271 51,340
契約負債 18,436 7,319
（注）「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸料収入に係る債権を含めております。

契約資産は、主にサービス事業における空調設備事業について、当期末時点で完了している工事等に対する対価のうち、未請求
の部分に対する権利に関するものであります。
契約負債は、概ね１年以内の前受金に関するものであります。
当連結会計年度に認識された営業収益のうち、当連結会計年度の期首の契約負債残高に含まれていた額は16,760千円でありま
す。
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（２）残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
当連結会計年度

１年以内 131,576
合計 131,576

【9】減損損失に関する注記
当社は、次のとおり減損損失を計上いたしました。
１．減損損失を認識した資産グループの概要

（単位：千円）
用 途 場 所 種 類 金額

事業用資産
（公営競技資産） 新潟県新潟市

建物（附属設備含む。） 234,205
土地 200,110

そ の 他 33,499
合 計 467,815

２．資産のグルーピングの方法
管理会計上の事業ごとに資産のグルーピングを行っております。

３．減損損失を認識するに至った経緯
公営競技事業における新潟場外発売所（新潟県新潟市）は、2026年3月に営業を終了することが決定し

たため、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上
いたしました。

４．回収可能価額の算定
回収可能価額は使用価値により測定しており、使用見込期間が短期であるため、割引率は考慮しておりま

せん。
【10】１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 3,639.47円
２．１株当たり当期純利益 392.22円

【11】重要な後発事象
当社は、2025年12月19日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却する

ことを決議し、2026年1月30日に消却を実施いたしました。
１．自己株式の消却を行う理由

機動的な資本政策の遂行及び資本効率の向上による株主還元策の一環として自己株式の取得を行うととも
に、株主価値の向上を図るため自己株式の消却を実施いたします。

２．自己株式の消却の内容
⑴ 消却する株式の種類 当社普通株式
⑵ 消却する株式の数 680,000株（消却前の発行済株式総数に対する割合2.36％）
⑶ 消却実施日 2026年１月30日
⑷ 消却後の発行済株式総数 28,084,854株
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貸借対照表（2025年12月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 19,094,510 流 動 負 債 18,905,285

現 金 及 び 預 金 9,940,292 営 業 未 払 金 813,519
営 業 未 収 入 金 4,265,043 1年内償還予定の社債 10,000,000
有 価 証 券 3,600,000 1年内返済予定の長期借入金 1,700,000
貯 蔵 品 148,838 未 払 金 1,151,626
前 払 費 用 90,716 未 払 法 人 税 等 2,382,436
立 替 金 120,555 未 払 消 費 税 等 1,491,071
そ の 他 929,063 預 り 金 125,910

役 員 賞 与 引 当 金 9,600
賞 与 引 当 金 85,919
ポ イ ン ト 引 当 金 1,093,240
そ の 他 51,961

固 定 資 産 89,005,171 固 定 負 債 8,522,171
有 形 固 定 資 産 70,047,437 長 期 借 入 金 5,750,000

建 物 15,336,663 受 入 敷 金 保 証 金 1,655,197
建 物 附 属 設 備 6,067,148 退 職 給 付 引 当 金 738,609
構 築 物 9,391,119 資 産 除 去 債 務 376,239
機 械 及 び 装 置 757,009 そ の 他 2,125
車 両 運 搬 具 49,320
工具、器具及び備品 2,166,248 負 債 合 計 27,427,456
土 地 32,123,425 （純 資 産 の 部）
建 設 仮 勘 定 4,153,207 株 主 資 本 79,884,788
そ の 他 3,295 資 本 金 10,586,297

無 形 固 定 資 産 4,844,090 資 本 剰 余 金 6,859,246
ソ フ ト ウ エ ア 4,617,847 資 本 準 備 金 6,857,668
ソフトウエア仮勘定 226,242 その他資本剰余金 1,578

投 資 そ の 他 の 資 産 14,113,644 利 益 剰 余 金 74,792,341
投 資 有 価 証 券 2,366,210 利 益 準 備 金 2,240,746
関 係 会 社 株 式 2,552,239 その他利益剰余金 72,551,595
関係会社長期貸付金 6,717,742 固定資産圧縮積立金 236,490
長 期 前 払 費 用 52,073 別 途 積 立 金 19,798,000
繰 延 税 金 資 産 1,610,173 繰越利益剰余金 52,517,104
長 期 立 替 金 721,877 自 己 株 式 △12,353,097
そ の 他 93,326 評 価 ・ 換 算 差 額 等 787,437

その他有価証券評価差額金 787,437
純 資 産 合 計 80,672,225

資 産 合 計 108,099,681 負 債 純 資 産 合 計 108,099,681
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損益計算書（2025年１月１日から2025年12月31日まで）
（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 36,030,949
売 上 原 価 20,735,698
売 上 総 利 益 15,295,251
一 般 管 理 費 1,598,092
営 業 利 益 13,697,158
営 業 外 収 益
受 取 利 息 50,753
有 価 証 券 利 息 10,994
受 取 配 当 金 43,621
そ の 他 10,094 115,464

営 業 外 費 用
支 払 利 息 53,731
社 債 利 息 20,000
支 払 手 数 料 220
そ の 他 617 74,569

経 常 利 益 13,738,053
特 別 利 益
工 事 負 担 金 等 受 入 額 3,578
補 助 金 収 入 64,500
受 取 保 険 金 25,603
固 定 資 産 売 却 益 26,374 120,056

特 別 損 失
減 損 損 失 467,815 467,815

税 引 前 当 期 純 利 益 13,390,295
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 4,096,000
法 人 税 等 調 整 額 21,912 4,117,912
当 期 純 利 益 9,272,382
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株主資本等変動計算書（2025年１月１日から2025年12月31日まで）
（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本
準備金

その他
資本剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金
固 定 資 産
圧縮積立金

別途
積立金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 10,586,297 6,857,668 828 2,240,746 240,278 19,798,000 46,390,484
当 期 変 動 額

税 率 変 更 に 伴 う
固定資産圧縮積立金の減少 △3,099 3,099

固定資産圧縮積立金の取崩 △688 688
剰 余 金 の 配 当 △3,149,550
当 期 純 利 益 9,272,382
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 750
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

当 期 変 動 額 合 計 − − 750 − △3,787 − 6,126,619
当 期 末 残 高 10,586,297 6,857,668 1,578 2,240,746 236,490 19,798,000 52,517,104

株 主 資 本 評価・換算差額等
純資産合計

自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証券
評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 △8,503,132 77,611,171 531,698 78,142,870
当 期 変 動 額

税 率 変 更 に 伴 う
固定資産圧縮積立金の減少 − −
固定資産圧縮積立金の取崩 − −
剰 余 金 の 配 当 △3,149,550 △3,149,550
当 期 純 利 益 9,272,382 9,272,382
自 己 株 式 の 取 得 △3,858,983 △3,858,983 △3,858,983
自 己 株 式 の 処 分 9,017 9,768 9,768
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） 255,738 255,738

当 期 変 動 額 合 計 △3,849,965 2,273,617 255,738 2,529,355
当 期 末 残 高 △12,353,097 79,884,788 787,437 80,672,225
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個 別 注 記 表
【1】重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式
移動平均法による原価法

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

2. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ７年〜50年
建物附属設備 ３年〜18年
構築物他 ２年〜44年

（2）無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。

3. 引当金の計上基準
（1）役員賞与引当金

役員に対して支給する一時金の支出に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上して
おります。

（2）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上して

おります。
（3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しており
ます。
なお、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法による簡便法を適用しており

ます。
(4）ポイント引当金

ポイント使用による費用発生に備えるため、当事業年度末において将来使用されると見込まれる額を
計上しております。
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４．収益及び費用の計上基準
当社の主要な事業は、公営競技事業、遊園地事業、倉庫賃貸事業及びサービス事業であります。
公営競技事業、倉庫賃貸事業及びサービス事業において計上する主な収益は、不動産賃貸料収入であ

り、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 2007年３月30日）等を適用し収益を認識し
ております。
なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等の適用の対象となる

物件内の付加サービス等については、履行義務は、顧客にサービス等を提供した時点で充足されると判断
し、完了時点で収益を認識しております。
遊園地事業においては、顧客に対して施設内営業等によるサービス等の提供を行った時点で履行義務が

充足されると判断し、完了時点で収益を認識しております。
これら顧客との契約から生じた対価は、サービス等に対する支配の移転から概ね１年以内に受領してお

り、顧客との間で定めた取引条件や支払い条件の中で受領する対価に重要な変動をもたらす要素や重要な
金融要素は含まれておりません。

【2】会計方針の変更に関する注記
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日）、「包括利益

の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 2022年10月28日）及び「税効果会計に係る会計基準の適
用指針」（企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日）を当事業年度の期首から適用しております。これ
による計算書類への影響はありません。

【3】会計上の見積りに関する注記
当事業年度において計上した項目
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算

書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
繰延税金資産 1,610,173千円

【4】貸借対照表に関する注記
1. 有形固定資産の減価償却累計額 83,987,670千円
2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く。）

短期金銭債権 934,842千円
短期金銭債務 330,764千円
長期金銭債権 37,082千円
長期金銭債務 1,642,389千円

【5】損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 4,371,868千円
売上原価 5,119,105千円
一般管理費 42,495千円

営業取引以外の取引による取引高 22,627千円
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【6】株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数

普通株式 2,727,609株

【7】税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 122,036千円
退職給付引当金 232,601千円
ポイント引当金 334,750千円
減価償却超過額（減損損失含む） 1,312,629千円
資産除去債務 118,590千円
その他 119,287千円
繰延税金資産小計 2,239,895千円

評価性引当額 △120,809千円
繰延税金資産合計 2,119,085千円

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △108,838千円
資産除去債務に対応する除去費用 △33,027千円
その他有価証券評価差額金 △362,441千円
その他 △4,603千円
繰延税金負債合計 △508,911千円
繰延税金資産の純額 1,610,173千円

【8】関連当事者との取引に関する注記
1. 親会社及び法人主要株主等 （単位：千円）

属性 会社等の名称
議決権等
の所有
(被所有)
割合

関連当事者
との関係 取引内容 取引金額

（注２) 科目 期末残高
（注２）

主要
株主

特別区
競馬組合

被所有
直接14.21％

当社施設
の賃貸 大井競馬場等施設賃貸 （注１） 10,531,658 営業

未収入金 1,813,144

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１） 施設賃貸料は原則として主催者である特別区競馬組合が発売する勝馬投票券売得金の一定料率等を基礎とし、毎期交渉の上、決

定しております。
（注２） 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
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2. 子会社等
（単位：千円）

属性 会社等の名称
議決権等
の所有

(被所有)割合
関連当事者
との関係 取引内容 取引金額

(注11) 科目 期末残高
（注11）

子会社
㈱東京
プロパティ
サービス

所有
直接

100％

資金の融資
業務委託
施設の賃貸
役員の兼任

資金の貸付 （注１） △83,333
関係会社
長期貸付金 777,777

流動資産
その他 83,333

大井競馬場内の業務委託 （注２） 87,682 営業未払金 22,201

商業施設等の賃貸他 （注３） 407,767 営業未収入金 21,079

子会社 ㈱東京
サマーランド

所有
直接

100％
業務委託
役員の兼任

遊園地事業の業務委託 （注４） 2,758,919 ― ―

イルミネーション
イベントの業務委託 56,572 営業未払金 37,269

子会社 東京倉庫㈱
所有
直接

100％

資金の融資
施設の賃貸
役員の兼任

資金の貸付 （注５） △1,507,995
関係会社
長期貸付金 5,239,965

流動資産
その他 807,995

物流施設の賃貸等 （注６） 3,919,831 ― ―

同受入敷金 （注７） 50,512 受入敷金
保証金 1,492,389

子会社 ㈱タック
所有
直接

100％
設備工事等
の発注 設備工事等の発注 （注８） 61,810

営業未払金 7,953

未払金 9,482

子会社 ㈱ｅパドック
所有
直接

60％

資金の融資
業務委託
役員の兼任

資金の貸付 (注９) ― 関係会社
長期貸付金 700,000

在宅投票システム
運営等の業務委託 (注10) 2,084,311 営業未払金 253,858

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１） 資金の返済期間は、24年間の分割返済としております。なお、△は回収を示します。
（注２） 大井競馬場内の業務委託料は定率制料率等を基礎として交渉の上、決定しております。
（注３） 商業施設等の賃貸料は賃貸面積に基づき近隣の地代等を参考に定めた定額制料率等を基礎として交渉の上、決定しております。
（注４） 遊園地事業の業務委託料は当該事業の過年度業績等を基礎として毎期交渉の上、決定しております。
（注５） 資金の返済期間は、12年６ヶ月間の分割返済としております。なお、△は回収を示します。
（注６） 物流施設の賃貸料は施設賃貸面積に基づき近隣の賃貸料等を参考に定めた定額制料率等を基礎として毎期交渉の上、決定してお

ります。
（注７） 物流施設の受入敷金は賃貸料等を基礎として交渉の上、決定しております。
（注８） 設備工事等の契約価格は提示された見積金額を基礎として、当社施設整備部門の技術者による積算等を勘案して交渉の上、決定

しております。
（注９） 資金の返済期間は、５年間の期日一括返済としております。なお、△は回収を示します。
（注10） 在宅投票システム運営等の業務委託料は定率制料率等を基礎として交渉の上、決定しております。
（注11） 取引金額には消費税等を含めておりません。また、期末残高のうち消費税課税取引に係るものは消費税等を含めております。
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【9】収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「【８】収益認識に関する注

記」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

【10】減損損失に関する注記
連結注記表「【９】減損損失に関する注記」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しておりま

す。
【11】１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 3,098.34円
2. １株当たり当期純利益 347.63円

【12】重要な後発事象
連結注記表「【11】重要な後発事象」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年２月12日
東京都競馬株式会社
取締役会 御中

監 査 法 人 日 本 橋 事 務 所
東京都中央区
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 新 藤 弘 一

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 森 岡 健 二

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 竹 節 裕 二

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、東京都競馬株式会社の2025年１月１日から2025年12月31日までの

連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京都競馬

株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容

に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連

結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判

断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続
企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、
又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する
ために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任が
ある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因
を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上



監査報告書

56

会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年２月12日
東京都競馬株式会社
取締役会 御中

監 査 法 人 日 本 橋 事 務 所
東京都中央区
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 新 藤 弘 一

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 森 岡 健 二

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 竹 節 裕 二

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、東京都競馬株式会社の2025年１月１日から2025年12月31日

までの第102期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附
属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類

等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算

書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判

断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因
を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年１月１日から2025年12月31日までの第102期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作
成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役

等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その

他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしまし
た。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会
社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け
ました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びそ
の子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定
める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取
締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたし
ました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ
ることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」等に従って整
備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告

の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 監査法人日本橋事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人 監査法人日本橋事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2026年２月13日

東京都競馬株式会社 監査役会
常勤監査役 村 田 和 正 ㊞
社外監査役 石 島 辰太郎 ㊞
社外監査役 田 中 大 輔 ㊞
社外監査役 田 中 良 ㊞

以 上



（ご参考）TOPICS

タグライン

～ タグラインに込めた想い ～
ふたりで訪れたこの場所、家族で遊んだあの場所…

人生の中でいつまでも記憶に残り、
愛着が湧く場所＝空間があります。

東京都競馬は、公営競技をはじめ遊園地、
倉庫賃貸、サービスといった事業を通して

愛される空間や笑顔あふれるひとときを創出し、
それらを未来へと支え続けてまいります。

タグラインの策定
当社は1949年の創立以来、大井競馬の発展と
ともに歩み、専門的な知見と信頼を蓄積してまい
りました。このたび、100年企業という長期目標
に向け、当社の目指すべき姿を象徴するタグライ
ン「支え続ける。愛される空間を」を策定いたし
ました。
また、中期経営計画2030の始動に合わせ、新
たな挑戦への決意を込めた「おおいなるステージ
へ」というキャッチコピーのもと、新たに制作し
たキービジュアルを用いた広報・IR活動を通じて
「空間創造企業」としての認知確立とさらなる企業
価値向上に邁進してまいります。
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（ご参考）TOPICS

スパホス公式YouTube公式サイト

SPAT4 サービス開始30周年

SPAT4 アプリに推し馬応援&応援馬券機能が登場

SPAT4は2026年4月にサービス開始30周年を迎えます！
30周年を記念してSPAT4公式キャラクター「スパホス」が誕生！ 2026年は「スパホス」と
共に地方競馬を全力で盛り上げてまいります。
公式Xや公式Instagramでは最新情報を発信しているほか、公式YouTubeでは新しいWebCM
動画も公開中です。

地方競馬を買うならSPAT4、今年もみんな
で「＃スパろう」！
今後ともSPAT4へのご愛顧を何卒よろし
くお願い申し上げます。

1月30日 (金) 、SPAT4アプリに、より投票が楽しめる便利な新機能が追加されました。
◆推し馬応援機能&応援馬券機能
推し馬画面や出走表にて、当日出走する推し馬を応援することができるようになりました。
応援数は出走表下部にてチェックできます。
また、応援した推し馬の応援馬券（単勝・複勝）
をそのまま購入することも可能になりました。

今後も、より直感的で使いやすい操作性の追求
に加えて、「競馬を予想する・購入する楽しさ」を
体感いただける機能の拡充と、お客様のさらなる
満足度向上に努めてまいります。

SPAT4の入会は
公式サイトから！
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株 主 メ モ

■事業年度：毎年１月１日から12月31日まで ■株主名簿管理人・特別口座管理機関

三菱UFJ信託銀行株式会社
（連絡先）

〒 183-0044
東京都府中市日鋼町1-1
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
0120-232-711（フリーダイヤル）

※住所変更等の各種お手続きについては、口座を開設されて
いる証券会社等にお問い合わせください。

※支払期間経過後の配当金、及び特別口座に記録された株式
に関するお手続きについては、三菱UFJ信託銀行株式会社
にお問い合わせください。

■定時株主総会：毎年３月
■基準日 定時株主総会：12月31日

期末配当金 ：12月31日
中間配当金 ： ６月30日

■単元株式数：100株
■証券コード：9672
■公告の方法：電子公告

https://www.tokyotokeiba.co.jp/
に掲載します。
ただし、事故その他やむを得な
い事由によって電子公告による
公告をすることができない場合
は、日本経済新聞に掲載して行
います。
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見やすく読みまちがえ
にくいユニバーサルデ
ザインフォントを採用
しています。

株主総会会場ご案内図
東京都文京区後楽一丁目３番61号
東京ドームホテル 地下１階「天空」
電話(03)5805−2111（代表）

●JR 中 央 線 ・ 総 武 線：水道橋駅徒歩２分
●都 営 地 下 鉄 三 田 線：水道橋駅Ａ２出口徒歩１分
●都 営 地 下 鉄 大 江 戸 線：春日駅６番出口徒歩６分
●東京メトロ丸ノ内線・南北線：後楽園駅２番出口徒歩５分

会場までのバリアフリールートは、下記URLをご参照ください。
東京ドームホテルウェブサイト
https://www.tokyodome-hotels.co.jp/transportation/station/route2/


